アライグマ捕獲檻借用申請書兼誓約書受　　付　印


令和　　年　　月　　日
　南丹市長様㊞

【申請者】
	住所
	

	
	

	電話番号
	



南丹市アライグマ防除計画に基づき、捕獲檻を借用したいので、誓約事項を承諾の上、
下記のとおり申請します。
新規　・　継続
	防除の期間
（借受期間）
	令和　　　年　　　月　　　日から
令和　　　年　　　月　　　日まで（２週間）

	防除の区域
（設置場所）
	南丹市　　　　　　町　　　　　　　　　　　　　　　　

	防除の方法
	捕獲器等の猟具により捕獲し適切に処分する。

	誓約事項
	次の事項を遵守することを誓約します。
1. 借受けた捕獲檻は、特定外来種（アライグマ）の捕獲の目的に使用し捕獲檻の転貸しはしません。
2. 上記目的以外には使用しません。目的外の動物が捕獲された場合は、市役所に連絡し指示に従います。
3. 使用の際には、「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」等の関係法令を遵守し、有効な標識を掲示します。
4. 捕獲檻を破損若しくは滅失し返却することが不可能となった場合は、同種、同等機能の物を借受者の責任において弁償します。
5. 事故等により第三者に損害を与えたときは、借用者の責任において対処し、速やかに市役所に報告します。
6. 捕獲檻を使用する際は、毎朝見回り、定期的に点検を行い適正な使用に努めます。また、捕獲時は９時半までに市役所に連絡します。
7. 借用期間中であっても、市長から特に申し出があったときは、速やかに返却します。
8. 借用期間終了後は洗浄のうえ、速やかに返却し確認を受けます。

	添付書類
	□　捕獲檻設置位置図
□　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

	捕獲檻番号
	


処理欄
	課　　長
	課　長　補　佐
	係　　長
	課　　員
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次の事項を遵守することを誓約します。
1. 借受けた捕獲檻は、特定外来種（アライグマ）の捕獲の目的に使用し捕獲檻の転貸しはしません。
2. 上記目的以外には使用しません。目的外の動物が捕獲された場合は、市役所に連絡し指示に従います。
3. 使用の際には、「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」等の関係法令を遵守し、有効な標識を掲示します。
4. 捕獲檻を破損若しくは滅失し返却することが不可能となった場合は、同種、同等機能の物を借受者の責任において弁償します。
5. 事故等により第三者に損害を与えたときは、借用者の責任において対処し、速やかに報告します。
6. 捕獲檻を使用する際は、毎朝見回り、定期的に点検を行い適正な使用に努めます。また、捕獲時は９時半までに市役所に連絡します。
7. 借用期間中であっても、市長から特に申し出があったときは、速やかに返却します。
8. 借用期間終了後は洗浄のうえ、速やかに返却し確認を受けます。


	
防除の期間

（借用期間）

	
令和　　　年　　　月　　　日から

　令和　　　年　　　月　　　日まで（２週間）



